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厚労省から各保険者へ事務連絡  罫晋晋鑑

「受診抑制の照会を解
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厚労省から各保険者への事務連絡内容
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施術等についての被保険者等への確認のために実施するも(

の抑制を目的 とするような実施方法は厳に慎まれたい。

2.照会 対象 の選 定
被保険者等への文書照会については、不正の疑いのある施

長期、頻度が高い傾向がある、又はいわゆる部位転がし (「

お ける同一患者の負傷 と治癒等 を繰 り返す )と いつた照会が必要な施術

1 姿 各  Ett Hについて照会す ることとされたい。
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(3)ま た、申請書 と被保険者等か らの回答が一致 しない場合
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克督香翁義を解消するようにされたい。その際、疑義の解消に必要会を行われるよう留意されたい。
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みをもつて不支給決定をす ることは適切 ではないので、留意 されたい。
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また、被保険者等への照会の単なる事務や作業を外部委 F
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するとともに、保険者の責任 と指導・監督の下で事務や作 :

ようにされたい。

その際、施術者団体や請求代行を行つている者の子会社を

ことは、自らの関係施術所について異なる取扱いをする等て

るため適当ではないと考えられるので、留意 されるとともヤ

が判明 した場合、保険者は、委託業者が 自らの関係施術所ヤ
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なお、委託費について、例えば、不支給 となった請求額、

ンティブを含む委託費 となってお り、結果 として不適切な照
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たい。

5.被保 険者 等へ の照会 につ い ての相談 窓 日の設 置
被保険者等への照会の不適切な例が指摘 されているこ

厚生労働省 において、平成30年度に、その実態を把握 1

を図るため、相談窓 日を設けることとした。被保険者得

不適切な事例については、別添の連絡票により受け付ヤ|
たので、ご了知願いたい。
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